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随 意 契 約 理 由 書

契約業者名：株式会社クリンプロ

件 名：令和８年度温井ダム浄化槽維持管理

随意契約理由：

本件は、温井ダム管理所庁舎、選択取水設備及び右岸トイレに設置してあ

る浄化槽の保守点検並びに汚泥抜取及び清掃を行う契約である。

浄化槽の保守点検並びに汚泥抜取及び清掃は、浄化槽の機能維持のために

必要な関連作業であり、一体的に実施するものである。

本件の契約を履行するにあたり、安芸太田町内での浄化槽の保守点検をす

るには広島県による許可が必要であり、なおかつ、町内での浄化槽の汚泥抜

取及び処理を行うには安芸太田町による許可を持つ業者に限られる。その許

可を持つ業者は上記のほかになく、上記業者は本件を履行し得る唯一の業者

である。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の

４第３号を適用して、上記業者と随意契約を締結しようとするものである。


